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神戸市の都市経営の特徴は,第1に,「 最小

の経費で最大の市民福祉 」の実現 を理念 に,

非効率 に陥 りやすい行政運営に企業経営の も

つ合理性,効 率性 を導入 し,地 域のもつ経済

力,自 然条件,人 的・ 物的資源を 「総合化」

し,「 計画的」なまちづ くりを進めること,

第2に,各 種事業の効果を最大化するよう組織

内部の運営体制の効率化 を図ろ うとしたこと

であると言われている!).

特に神戸市 が評価 されてきたのは,多 くの

地方自治体が1980年 代の 「行 政改革」などに

より地方 自治の後退 を余儀なくさせ られるな

かで,神 戸市 は,国 の下請機関に甘ん じるこ

とな く,自 治体 としての主体性 を一定確保 し

てきた ことである.天 下 りを受 け入れず,公

共デベ ロッパ ーにより空 間の障害を打破 し,

インフラス トラクチュアの整備 を先導的に行

い,開 発利益 を自己還元 し産業 を活性化 しよ

うとした.つ まり神戸市の都市経営は,戦 後

改革に よる自治権を基礎 に地域 を 「総合的計

画的」に管理するシステムであったといえる.

しかしこのシステムは,図1に 見 られる 「活断

層」による活動が もた らした地域的資源(自然

の良港,瀬 戸内海と六甲山に挟 まれた風光明

媚な地形,宮 永 など)と2国5郡 にわたる地域 的

多様性や個性 を,大 規模 な港湾 開発と 「都市

成長」のため に効率 的に管理 ・利用すること

を本質 としていた.そ のため以 下のような問

題点と限界 を有 している.第1に,神 戸市 自ら

が,都 市間競争に優位にたつべ ぐ大神戸建 設

を目標 とし市域拡張 と 「山を削 り海 を埋立 て

る」大規模開発を積極的に進め てきたことで

ある.そ の結果,住 民参加が軽視され市テク

ノクラー トに よる市政運営 と自然破壊やイン

ナーシティ問題 などが生 じている.

第2に,神 戸市の開発は中央集権的行財政制

度のなかで政府の開発政策のの枠組み に規 定

されている.そ のため神戸市が大規模 な開発

を行 えば行 うほど,自 主的な総合的計 画的な

まちづ くりが行 えず,港 湾や工業用永 道の赤

字にみ られる ように財政の悪化 や港湾 管理権

の縮小 など自治権の低下 を招いている.神 戸

市の都市経営 は,神 戸 という地域固有の性格

を無視 しては理解で きず,こ の論文では神戸

型都市経営 という言葉 を使用する.

1神 戸型都市経営

1大 神戸論と神戸型都市経営

神戸 で最初 に都市経営 という言葉を使った

のは,お そ らく日本海事協会会 長で神戸市 区

改正調査委員でもあった斎藤千次郎であろう.

彼は,1917年 に市区改正意見書 「神戸市の将

来」の中で大神戸計画を主張 している.「 今

や世界 の文明 を対象 とし東洋第一の貿易港 を

抱擁iし・… 我国を代表す る貿易都市 として必

然的に大 発展を為す可 き・… 大神戸の経営」

においては 「市区拡張を緊急要項の第一類 と

せらを得す」と大神戸の建設力泌 要 と訴える.

この意見書は神戸市都市経営に とって,港 湾

開発と市域拡張が最 も必要なこ とを強調 して

いる.こ の提案をうけて神戸市都市計画部は,

「神戸市都市計画区域決定二 関スル調査」2)

を神戸都市計画委員会に提 出 してい る.30年

後の人口 を150万 入 と想 定 し,そ の範囲を須

磨一武庫川 までの約2280万 坪とする市域の大拡

張計画であった,戦 後神戸市 の都市づ くりの

基本計画 となった神戸市復興基本計画(1946年

策定)も戦後復興の基本戦略を都市成長による

大神戸建設においた.神 戸市の都市の性格 を

「国際 的貿易海運都市」 とし,そ のための主

要事業 は,港 湾,幹 線道路,高 速鉄道 などの
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インフラ整備,都 心商業業務地域の再 開発,

そ して周辺町村の大合併 による市域大拡張 と

特劉市制実施などであった3).以 上のように

戦後の神戸市の都市経営 は大神 戸建設 とい う

目標において戦前との連続性を持っている,

このような大神戸へ の成長願望は,後 発都市

神戸の伝統的都市大阪,京 都な どに対する一

種 のコンプレックス と競争意識 によるもので

あろう.そ して大都市間競争の なかでキャッ

チアップ型の都市づ くりの基本 に位置づけ ら

れたのが,社 会資本 であ る港湾の開発であ っ

た.戦 後,神 戸型都市経営の原型をつ くった

と言われる元神戸市長原口忠次郎(1949―69年

在任)も,神 戸港の重要性を次の ように述べ て

いる.「1868年 神戸開港のとき一寒村にす ぎ

なかった神戸が今 日の大都市に成長 したのは

港があ ったからである」4)「 今の港を2倍 に

し3倍 にすれば,神 戸市は200万,300万 の人 口

になるのではないか,私 はそういうふ うにな

り得る確 信をもってお ります」5)こ のような

認識が,神 戸市が戦後,国 に先駆けて港湾開

発を率先 して行って きた背景で あろう.原 口

は1961年 の予算市会で,産 業 高度化戦略の一

環 として重化学工業港開発の必要性を次の よ

うに述べている.「 本市が国際港都 としてそ

の機能を十分 に発揮 して貿易に,海 運 に,造

船,鉄 鋼等の生産に一層の振興を図ることは,

単に一神戸市 の課題 のみにとどまらず,わ が

国経済 の安定成長に も通ずる道であると確 信

する次第 であります.・ … 国際港都,産 業都

市 として港湾施設の拡充,臨 海工業地帯の造

成,道 路網の整備,都 市計画事業の推進… ・」

などにより 「経済基盤 の強化 を図る.・ … 本

市 の経済地盤沈下対策 として臨海工業地帯の

造成を喫緊の施策と考 え… 」つまり神戸経済

の地盤沈下 に対 し産業基盤施設整備 と産業構

造転換 のため臨海工業用地造成計画が決定 さ

れるのである.

2神 戸経済の地盤沈下と神戸型都市経営

しか し臨海 コンビナー ト造成 にもかかわ ら

ず,市 経済と財政は好転 しなかった.!g60年

代の神 戸の産業は,日 本経済全 体の高度成長

にもかかわ らず進展 しないので ある.戦 前 か

ら貿易 において圧倒的な地位を誇っていた神

戸港 も,戦 後の他港湾の建設・ 拡張によりそ

の比重を低下 させている.例 えば1955年 の輸

出入貿易額 の全国比が42%に 対 し,1965年 は

22%に 半減す る,さ らに1967年 にはじめて人

口の社会減がおこり,人 口停滞 の兆 しが見 え

てくる.特 に60年 代 に市内 中核産業 である鉄

鋼業が,豊 富で安価 な土地,水,労 働力を求

め市外 に大規模な工場を移転建 設し主力 を移

したことが,地 盤沈下の大 きな要因である.

例えば川崎製鉄はすでに1954年 に千葉で鉄鋼
一貫メーカー化を実現 し

,三 菱造船所 も58年

に本社 を東京 に移 している.川 崎重工業,神

戸製鋼,川 崎車両な どの工場拡張 も播磨工業

地帯 に新工場を建設するのである.表1の よう

に,昭 和30年 の神戸の一人 当た りの税収は,

大阪に次いで第2位 であったが,昭 和40年 に

は4位 に下が っている.

この ような神戸経済 の地 盤沈下 を くい止 め,

大都市 間競争 に優位 に立 つ ため に策定 された

のが 第1次 マスタープ ラン(1965年 〉であ った.

プ ランは,神 戸 を 「西 日本 の中核 たる 阪神 都

市 圏の西 の核(柱)で あ り,ま た将 来我 国経済 の

重心 となるであろ う瀬戸 内経済圏 の核 となる」

と述べ,西 日本 の広 域 的 ・中核 的役 割 を担 う

都市 と して位 置づ け てい る.今 日の神 戸市 の

都市 形 成は,基 本 的 には この プ ランに基づ い

てつ くられて きた と言 って よい.プ ラ ンは,

30年 後 の!995年 に 目標年次 を定 める という長

期計 画 であ り,高 度 成長 型 の都 市づ く りを基

本 とす る もの であ っ た.市 内生 産所 得 は,

6.289万 円(1965年)か ら11.166万 円(1970年)

と倍 増 し年 平均 で12%の 成 長 を見 込 み,人 口

は65年 の約120万 人 か ら180-200万 人 を 目標

とした.プ ランの中心 となる土地利用計 画 は,

1.臨 海部 は人工 島な どの埋 め 立て に よって港

湾や産業 用 地 を造成 す る.2.山 麓部 は土地 造

成 によ り主 に住 宅地 をつ くる.3.市 街地 は再
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開発により土地利用 を 「高度化」,「 効率化」

する戦略で,負 担能力のない住 民はそ こで住

めなくなるという問題をもっていた.入 口計

画は,既 成市街地(1965年 の約110万 人と人工

島など臨海部で約!0万 人)で約120万 人,西 北

神 など山麓部で60万 人を配置するもので,人

ロ増は主に市外か らの流入人口 を予定する も

のであった.マ スタ―プランは,港 湾 と産業

用地な ど産業基盤iの整備拡充により市内経済

の高度成長を達成 しようとする ものである.

しかし高度成長には,大 量の労働力が必要 と

なり,そ のための受 け皿 として西北神 など山

麓部のニユ―タウンづ くりが計画される.こ

のように大規模な開発行 政を中心とす る成長

型の都市づ くりこそ神戸型都市 経営の本質 に

ほかな らない.こ れ らの計画は巨額の投資 を

必要 とするため,市 財政運営の効果的,効 率

的運営が課題 となる.1965年 当時,臨 海部の

開発 にもかか わ らず,市 財政悪化 は深刻 で

「このまま昭和50年 を迎えると,都 市開発 に

よる税収増を見込んでも,膨 大 な借入金によ

る自転車操業 になりかね ない」俵2,3)と 危 機

感を募 らせ市財政運営か らも 「都市経営へ の

脱皮」 を図る ようになる.そ の方策は 「都市

財政のあり方 としては,「 入るを量って出つ

るを制する』 という古来か らの単純で通 り一

ぺんのやり方 では駄 目で ある.い かに資金運

営をや りくりするか,い かに投下資金 を生か

すかとい う経営感覚が決め手 となる.・ … 最

小の経費で最大の効果を狙 う経営センスが必

要だ.・ … 都市づ くりのキヤス テイングボー

ドを握 っているのは,地 価上昇分をいかに し

て都市財政へ還元 させるか」6)で ある.そ の

ため公共デベ ロッパ ーに よる都市開発 と起債

による先行かつ集約的投資が実施される.

3神 戸型都市経営の特徴

神戸型都市経営の特徴は,第!に 神戸経済 の

地盤沈下から脱脚を図るべ く,大 規模 開発 に

より企業誘致 と人ロ増大 をはか り都市成長 を

達成 しようとするものであった.企 業誘致 は

港湾関連の複合的開発により,人 口増大の受

け皿は内陸部のニユ ータウン造成であ る.こ

の両者 を統合 するのが 「山を削 り海を埋め立

てる」公共デベロッパーにほかならない.つ

まり山と海な どの地域の諸資源 を都市成長の

ために総動員 し,「 総合的計画 的」まちづ く

りを行おうとするものであった.

第2に 民間デベロッパーの規制である.戦 後

の都市 開発は,民 間の 「自由」 な活動 に多 く

をゆだねてきた.特 に1960年 代の民間デベロッ

パーに よる都市開発 は,都 市近郊地帯 の圭地

買占めや乱開発をひ きお こし,公 共公益施設

整備 は自治体負担となるケースが続出する.

このため多 くの自治体が後追い投資のため財

政破綻 を招 く.神 戸市 も,一 時スプロールに

よる財 政負担 を余儀 なくされるが,公 共デベ

ロッパ ーによって 「総合的計画的」都市づ く

りをお こなう.「 現代の都市開発は,あ らか

じめ設計された総合計画 に基づ いて,道 路 ・

交通施設 ・上下水道 などの都市装置の建設が

行われ,そ の上に住宅や生産施 設などが配置

される という,公 的施設先導型 でなければな

らない.… ・そこには,全 体 としての都市づ

くりをコン トロールする自治体 の強力 な指導

性が要請されてお り,そ の実戦部隊として,

公共デベロッパーの先導性が求 められている

といえるだ ろう」7)と して公共デベロ ッパ ー

により都市開発をコントロールしようとした.

第3に 中央集権的行財政制度のもとで,補 助

金システムに象徴 される資源のムダを克服す

べく自治体財政に起債を導入 したことである.

例えば現行制度では,下 永道事 業などは単年

度ごとに予算がつけ られているが,地 価上昇

のいち じるしい状況で小刻みに後追い投資 を

つづけることは,結 局コス トが高 くなる.し

たがって外郭 団体 による土地の先行取得を起

債 を使 って行 い,短 期間で事業 を完成 させ る

のである.さ らに基金制度を設 け財政 の弾力

的運営 をおこない,景 気変動に対する適応力

をつけようとした.

第4に 自治体行財政運営に市場メカニズム を
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導入 したことである.造 成地を原価でな くで

きるだけ時価 で売却 し開発利益 を自己還元 し

ようとした.

つま り神戸型都市 経営 は,戦 後改革により

強化された地方 自治権を基礎に大都市 のもつ

信用力,財 政能力,起 債 能力な どを背景に都

市づ くりの主導権を発揮 し,「 総合的計画性」

のもとに開発事業を手掛 け一定 の収益 をあげ

るシステムであった と言 える.し か し,い う

までもな く神戸型都市経営は,1.戦 前か ら蓄

積 された土地資産,2.市 による1916年 の民営

電灯,市 街地電車株 式会社の買収など社会資

本の蓄積,3.公 共デベロッパ ーとしてのハ ー

ド・ソフトにわたるノーハウの継承をおこなっ

てきた ことである.ハ ー ドでは戦前の埋め立

て事業,ソ フ トでは港湾,交 通,水 道 などの

事業をつ うじて培われた経営マインドである.

その性格は,「 開発事業型のデベロッパーの

ように産業奉仕型でな く自治体主導型」で あ

り,中 央政府からの自立 と自治(団体 自治)の基

盤に公共デベロッパ ー方式などの経営手法が

位置づけようとしたのである8).

しか し,分 権的とも言 える神戸型都市経営

は,大 神戸建設を目標 としてい るため,港 湾

を中心 とする都市問競争 のなかで,政 府の大

規模な開発計画に依存する構造を有 していた.

この構造 こそ神戸型都市経営の本質を規定す

るものである.す なわち神戸型都市経営の本

質は,政 府 による国土計画,特 にその中で重

要な役割を占める港湾計画 との関連で把握 し

なければ理解 できない.な ぜな ら神戸型都市

経営 の基本 である公共 デベ ロッパ ーによる

「山を削 り海 を埋め立てる」方式は,住 宅地

造成そのものを目的 としたので なく,港 湾開

発など都市間競争に優位 に立つために港湾 関

連の複合的開発を迅速かつ低コス トで進める

ことを 目的としていたか らであ る.言 い方 を

変えれば,公 共デベ ロッツパーによる住宅地

造成は,民 間デベロ ッパ ーを規制する側面 を

もっていたが,主 要 な側面は大神戸実現のた

めの労働力誘致 と埋 め立 て事業の経費 を節 減

するため行わ れたのである.特 に神戸市の港

湾関連 の複合的開発の特徴 は,国 の開発政策

の一環 を形成 していると同時に,つ ね に国の

政策の先取 りを行 ってきたことである.こ の

ことを神戸型都市経営のシンボル的存在であっ

たポー トアイランドを例 に検討する.

4ポ ー トアイラン ドと神戸型都市経営

原 口は,次 ぎのように神戸市 を阪神地域か

ら瀬戸内に至 る西 日本経済圏の広域的 中核都

市として位置づける.「 世界 の貿易港をもち,

国際空港をもち,そ して循環道路でつ ながれ

るならば瀬戸内圏は一つのまとまりあ る広域

経済圏 として集積の力 を十分 に発揮で きるで

あろう.そ れ は東海 道 『陸のメガロポ リス』

に対する瀬戸内 『水のメガロポリス」である.

神戸 はこの両 メガロポリスの要 として,世 界

貿易の門戸として海 と陸とを結ぶ近代的交通 ・

輸送体系の起終点と して,都 市 全体 をつ くり

あげて きた.海 に直結す る高速道路,背 後へ

つなぐ六甲 トンネル,近 代的港湾都市 をめ ざ

し,海 にポー トアイ ラン ドを築 く.そ して 日

本の成長のため私は 『水 のメガロポリス』 を

橋 と道路 と船と飛行機iで結 びたい」9).つ ま

りポー トアイ ランドは,都 市成長と効率的都

市づ くりの一環を担 うのである.

ポー トアイ ランドは,コ ンテナ輸送 を中心

とした船舶の大型化 と専用化等 に対応 し,住

宅,商 業,文 化,教 育,リ クリエーシ ョン機

能などを有す る多機能複合都市 である.原 口

は,ポ ー トアイラン ドの計画 を部下に提案 さ

せるな ど国まかせで な く,自 ら積極的 に取 り

組んで きた.さ らに彼は,ポ ー トアイ ラン ド

は巨額 の投資 を必要 とす るため国に外貿埠頭

公団を成立させるよう働 きかけている.そ の

結果,ポ ー トアイラン ドの財政は,表4の よう

に,主 に阪神外貿埠頭公 団と国が護岸 や埠頭

などの港湾施設建設 を,人 工島のあん この部

分は神戸市が公有水面埋立事業(起債事業)に よ

り都市機能用地などとして整備するという機

能分担 をおこなうこ とになった.神 戸市は,
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あんこの部分 の造成地 を独立採算によって経

営 しなければならないため,土 地の付加価値

を高めるべ く新交通 シス テムや イベン トな ど

いわゆる都市経営をおこなうのである.神 戸

市はポー トアイラン ドで事業収益212億 円の

収益(処 分収入1。593億 円一原価1.381億 円)を

あげた と言われてい るが,人 工島をつ くるた

め,国 に よる護岸工事費217億 円などの負 担

ぬ きに実現で きなか った と言える.つ まり神

戸型都市経営 は,国 による港湾開発 という大

枠のもとに市 自ら埋め立て地造成など開発事

業を行い収益 をあげるシステムであったと言

える10)、しか し大規模な港湾開発は巨額の投

資を必要 とす るため,国 は外貿埠頭公 団法 を

つ くり地方自治体の港湾管理権 を弱体化 させ

ていった,言 葉を変 えて言えば,神 戸市は港

湾開発 と引き換 えに中央政府へ の依存 ・従属

を深め ていったのである.そ の結果,貴 重 な

公有水面を埋立ててできた人工島のウオーター

フロン トは,そ のほ とんどが港湾関連用地や

流通用地等 と して一 部の独 占資本に利用 され

るのである.

■ 港湾 の管 理 ・利用 と意 志決 定 シス テ

ムの中央集権化

1大 規模港湾整備事業と外貿埠頭公団法によ

る港湾管理権の縮小

1951年 に施行 された港湾法 は,い ままで国

にあった港湾管理権 を地方 自治体の手 に渡す

という民主主義的 目的を実現す るために立法

化 された.し か し戦後の高度成長に伴 う大規

模な港湾整備事業の進展 に伴い,港 湾管理の

実質的主体が国に移 っていった.そ の理由は,

第1に 国が港湾整備5ケ 年計画以降 「全国的視

野」かち港湾を位置付 けたこと,第2に 大規模

な臨海工業地帯は巨額の投資を必要とするが,

貧弱な財政基 盤の地方自治体はその財 源を国

に依存 しなければな らないこと等である.特

に港湾管理の集権化 を促 したのは,コ ンテナ

化など輸送革命 に対応するためつ くられた外

貿埠頭公団法である.1967年 この法によって

設立 された阪神外貿埠頭公団は,短 期間で巨

額の設備投資 を必要 とするコンテナ埠頭 と定

期埠頭 を建設するため民間資金 導入 を図った

ものである.そ の資金は,国10%,地 方 自治

体10%,長 期財政資金40%,船 社40%の 割合で

出資 され,公 共埠頭 の船社への専用貸 しで効

率的運用を強める.

外貿埠頭公 団法に より港湾法 に基づ く地方

自治体 の港湾管理権が次第に弱 まり国家 と海

運独占の癒着が強まる.こ のような埠頭の専

用使用 を強めたのが,世 界的な コンテナ輸送

である.コ ンテナ輸送の世界的 な発達 は,海

運企業の国際競争の激化をもたらす とともに,

主要な世界の海運同盟の弱体化 や改編,海 運

企業の多国籍化をもた らしたH).

以上 のように港湾 は,港 湾法 と外貿埠頭公

団法 とい う2つ の法による2元 管理 となり,港

湾管理者に1元化することが地方自治体 より要

請され る.し か し,公 団廃止後その業務を承

継 した埠頭公社(1982年 設立)は,港 湾管理者

が設立する財 団法人(運輸大臣の指定法人で も

ある)であ って港湾管理の一元化 にならなか っ

た.多 国籍企 業であ る船社の専用埠頭 による

効率的使用の要請は,公 社埠頭が量的 にも質

的にも大きな割合 を占め,公 共埠頭の相対 的

な役割 の低下 をもた らした12).そ れは港湾管

理権の縮小であると共 に,港 湾全体の多国籍

企業による専 用化を通 じた地方 自治の低下に

つながるものである(表4).

2港 湾審議 会と補 助金方式 による地 方 自

治体の コン トロ―ル

港湾 を有す る地方 自治体は,港 湾法 とい う

自治的制度に もかか わらず審議会と補 助金方

式によって国からの強力 なコン トロールを受

けている13).

港湾計画は,港 湾法第3条 の3に より港湾管

理者が策定 しなければならない.

しか し港湾計画は,図2の ように運輸大臣の
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諮問機 関である審議会で承認されない限 り実

現不可能な仕組みになっている.な ぜなら巨

額の投 資を必要 とする港湾整備 は,国 か らの

補助金 なくして実現 できないか らである.逆

に言えば国は,補 助金によって地方自治体 の

港湾計画をコン トロールしている14).表8の よ

うに審議会のメンバー-24名中,政 府 と船社 な

ど経済団体が15名 と過半数 を占め,彼 らの意

向を無視 して地方 自治体 は港湾計画をたてれ

ないのである.そ してこの審議会は,国 の港

湾に対する基本方針 の枠 組みの 中で港湾計画

を審議することになっている.さ らに1973年

7月 法律第54号 は,港 湾法に次の ような項 目

をつけ加 え政府の港湾行政の集権化を促進 し

た.「 港湾管理者は港湾計画をたてね ばな ら

ないが,政 府 の基本方針 に適合 しなければな

らないこ と,・ … 港湾施設の規模及び配置に

関する基本的事項は運輸省令で定める基準 に

適合 した ものでなければならない」つ まり重

要港湾 の整備 の計画 は,国 の審査を受 けね ば

ならず,場 合 によっては計画の変更を要求 さ

れる.ま た国庫補助をうけた港湾施設の譲渡,

担保,貸 し付 けには国の認可が必要 とされ て

いる.本 来,神 戸型都市経営は 自治権 を基礎

に地域経営 を行い開発利益などを都市財政 に

還元す るシステムであった.そ の要に港湾法

があったはずである.し か し中央集権的行財

政制度 のもとで,神 戸市が大規模な港湾開発

を推進することは,市 の港湾管理権を縮小 さ

せ 自治権を低下 させ るこ とになる.さ らに大

規模港湾開発 は,市 港湾財政を悪化 させ一般

会計か らの補填で財政運営を余儀 なくされて

いる.こ のことを次に検討する.

皿 神戸港の開発と市港湾財政

従来,港 湾 は社会 的な公共物 一例えば国道

や県道 一と考 えられ独立採算制 を採用 してい

なかった.料 金は原価に見合って決め られ る

のでな く手数料的な もの とみな されていた.

そのため地方 自治体 の港湾財政が悪化 し,一

般会計 からの繰 り入 れや公債発行に頼 らざる

をえな くなる.こ の事態 に危機感をもった政

府は,1965年 に 「港湾管理者 の財政基盤iの強

化お よび港湾施設の効率的使用 の確保 のため

緊急に実施すべき方策に関する答申」を出 し,

港湾管理者に企業的意識 をもたせ企業会計制

度にもとつ く会計方式を採用 し財政基盤を強

化 しょうとした.答 申は 「埠頭 の効率 的使用

のための措置」につ いて公共規制を撤廃 し,

バースの優先 的使用 や岸壁 と上屋を一体 と し

て船会社に貸す運営方式 を提示する.さ らに

高度経済成長期における輸入品 目の変化は,

雑貨輸送の 「近代化」へのバ ネとな り,1960

年代半ばに政府,資 本の立場か らも雑貨の大

量輸送,高 速荷役に最適なコンテナリゼーショ

ンへ り対応が 叫ばれる.海 運造船合理化審議

会は,1966年 に 「わが国の海上 コンテナ輸送

体制の整備 について」の答申を出し 「近時,

国際海上コンテナ輸 送が米国を中心 と して発

展 しつつあり,国 際海運 は新 しい時代 に入 ろ

うとしている.こ の海上 コンテナ輸送は,従

来の海上輸送 よりはるかに進んだ組織化 され

た大量輸送 を本旨とし,ζ れにより荷役費,

包装費,輸 送費などを含 んだ流通 コス トを大

幅に引き下げようとするものである」と述べ,

海上 コンテナ輸送へ の転換を打 ち出した.短

期間で巨額の設備投資 を必要 とするコンテナ

埠頭 と定期航路埠頭 の建設は,地 方財 政を圧

迫するため民間資金 の導入を図 り,こ れを使

用料収入により償還 してい く企業的経営感覚

に立脚 した 「公団」 とい う機構 で外貿埠頭 を

整備する方式が計画 された.1967年 には外貿

埠頭公 団法が制定 され,外 貿埠頭公団がつ く

られた.そ の資金 は,国 が10%,地 方 自治体

10%,長 期財政資金40%,船 社40%の 割合で出

資 され運営 された.し か しこの制度は,1991

年度の改正で表6の ように借入金の資金構成比

重が改 められ,国 及 び港湾管理者の無利子貸

付金の比重が大幅に拡大 され,神 戸埠頭公社

所有の土地の固定資産税 ・都市計画税 の課税

標準額を2分 の1とする特例措置 も講じられた.
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この改正は,国 が大水深 の大規模外貿 コンテ

ナ埠頭 の整備 を積極 的に促進す るためなされ

たもので,荷 主や船社大手の利益 を重視 し地

方 自治体に負担を強 いる ものであった.改 正

の背景は,1.近 年の円高と日米構造 協議など

に基づ く輸入促進政策の進展の 中で,外 貿 コ

ンテナ貨物取扱料が急増 していること,2.国

際的趨勢 となってい るコンテナ船の大型化 に

対応 して,水 深14―15メー トルの大規模 コンテ

ナ埠頭の建設が不可欠であ り,そ のための巨

額の投 資が必要であ り,こ の建 設コス トを基

本に算 定する船社等への埠頭貸付料が増大 す

ること,3.国 際的標準 より船社への貸付料が

高 くな ると,わ が国の主要港に集積 された国

際コンテナ輸送機能が近 隣諸国に大 き くシ フ

トすること等である.

神戸市は1965年 の答 申に基づ き他港に先駆

けいち早 く企業会計制度 を導入 し,日 本で最

初にコンテナ港を建 設す るなど港湾経営に積

極的に取 り組んだ.し かし表7の ように港湾財

政は,巨 額の企業債 に依存 しそ の償還 のため

財政赤字を余儀な くされている.そ のため一

般会計 からの補助金 は毎年増大 している15).

特に1975-80年 の5年 間で港湾事業会計の伸 び

が著 しい.こ れは,ポ ー トアイラン ド,六 甲

アイラ ンドな どの建設のため企 業債が増発 さ

れたか らで,1985-90年 の5年 間も六甲アイラ

ンド,ポ ー トアイラン ド2期などの大規模 プロ

ジエク トによる企業債 の増発のためである.

しか し港湾財政の悪化 は,企 業債 の償還だ

けでない.基 本的な原因 は次の ことが考 え ら

れる.

第1に,港 湾使用料が 「公共的施設」として

の港湾の特性 や海運政策上の配慮か ら極端 な

割安料 金に抑 さえられていることである.港

湾にお ける諸施設の大部分 は,海 運資本の生

産手段 としての機能 を有 しているが,国 際的

な港湾開発競争の中で,港 湾使用料が原価 に

見合った ものになっていない.

第2に,港 湾施設は公共性の名のもと非収益

的施設が多いが,港 湾法では水域施設(泊地 を

除 く),外 か く施設については使用料の徴収が

禁止されている.

第3に,神 戸港 は輸送の技術革萩 であるコ ン

テナ化 にいち 早 く対 応 す るため,摩 耶 埠頭,

ポー トアイラ ン ド,六 甲 アイラ ン ドを建設 し

た.し か しコ ンテナ化 は 旧タイ プの櫛 型突堤

をス ク ラップ化 しコ ンテナ埠頭 をビル ド化 し

た.し か し近 年,海 運資本 の15メ ー トル永 深

埠頭 の 要求 は,減 価 償 却 され ない うち にポ ー

トアイ ラン ドな どの コン テナ埠 頭 をス クラ ツ

フ牝 し,巨 額の投資 によって建設 された突堤,

埠頭 が スク ラ ップ化 し有効 利用 され ないで い

る.そ のため埠頭 の稼働率 が低 下 している.

第4に,大 規模埠頭整備 に係わる資金調達方

法が,1991年 に改正 され神戸港埠頭公社へ の

無利子貸付金が増加 したことが考えられる.

IVま とめと課題

神戸型都市経営は,戦 後強化 された地方 自

治権を基礎 に神戸市宮僚が都市づ くりの主導

権を発揮 し,「 総合的計画的」都市づ くりと

産業の活性化そ して一定 の収益 をあげるシス

テムで あった.民 間デベ ロッパ ーによる乱 開

発を規制するため公 共デベロッパー方 式を採

用 し,補 助金行政の弊害 を改善するため起債

による運営をおこない,造 成地 を時価 で売却

するな ど市場 メカニズムを大胆 にとり入れ経

営能力 を高め ようと した.し か しこのシス テ

ムは,次 のような構 造に規定されているため

限界 を有 している.

第1に このシステムは,中 央集権的行財政制

度のなかで政府の開発政策の枠組みに規定 さ

れてい る.港 湾法に基づいてお こなう地方 自

治体の港湾開発は,政 府 の財政的コン トロー

ルによって自主的に計画できないのである.

その結果,港 湾開発 は大手の船社,荷 主,商

社の利益を重視する ことにな り,市 の港湾管

理権の縮小や港湾財 政悪化が生 じた.い まま

で神戸型都市経営は,自 治権 を基礎に地域経

営をお こない,開 発利益 などを都市財政に還
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元するシステムと言われてきた。その要に港

湾法が あったはずである.し か し中央集権 的

行財政制度の もとで,神 戸市が大規模 な港 湾

開発をすればする程,自 治権を低下 させるこ

とになるのである.

第2に 政府の大規模開発政策だけでなく,神

戸市 自身も都市間競争に優位にたつべ く大 神

戸を目標 とし 「山を削 り海を埋立てる」大規

模開発 を積極的に進めている.そ の結果,市

テクノクラー トによる市 政運営 と自然破壊や

インナーシティ問題 などが起きるので ある.

本来の都市経営 とは 「自治を基 本に経営を行

い,経 営力の強化を通 じ自治を高める」シス

テムであった.し か し神戸市が 開発のノウハ

ゥとシステムを高めれば高めるほど,政 府 に

よる自治体コン トロールの枠内 に組み入れ ら

れ,都 市官僚制により自治が形骸化 してい く

ことになる。

今,阪 神大震災で多 くの犠牲 と被害を出し,

安全,環 境,住 民参加が声高に叫ばれてい る

にもかかわらず,大 規模 な開発行政が 中止で

きないのは何故か16}.こ れまでの神戸市都市

経営の分析が,こ の問い に答え られなかった

のは,第1に 神戸市が都市間競争に優位に立 つ

べ く大神戸を目標としていること,第2に 港 湾

開発が 中央集権的官僚制度の枠 組みに規定 さ

れてい ることを看過 して きたか らではなかろ

うか.

今後の課題 と して次 のことが考 えられ る.

もともとウオーター フロン ト(海面)は,漁 業

など地域住民の くらしや海水浴,散 策などの

リクリエーシ ョンの場であ り,そ の所有 と管

理と利用が未分化の ままであった.し か し港

湾は,船 舶の運航のため に地域住民の共有財

産であるウォーターフロ ン トを埋立て改造 し
一部の独 占資本が所 有ない し占有する ことに

なった.さ らに港湾 は,そ の機 能を拡充強化

するため高速道路などの交通アクセスを伴い,

複合的なインフラス トラクチュアを形成 した.

港湾(神戸港)の主な利用者は,世 界の海運企業

や荷主,メ ーカーな どの多国籍企業である.

しか し港湾 の管理者は地方 自治体 の首長(神戸

市長)であ り,利 用主体 と管理主体が異 なって

いる.港 湾開発が大規模化する につれ,海 面

埋め立てによる環境破壊 や道路公害な ど地域

住民の くらしや環境 に重大な問題 をもたらし

てきた.つ ま り大規模港湾開発 は,ロ ーカル

性(地域住民の くらしや営業そ して環境など)と

グローバル性(多国籍企業の利益)と の対立を内

在 している.そ して港湾開発の歴史は,グ ロー

バルな利益のためにローカルな利益が犠牲 に

されて きたと言える.国 は補助金や港湾審議

会などを通 じ,地 方 自治体の港湾開発競争 を

煽 り分 断支配 して来た.地 方 自治体 も港湾開

発競争 に優位 にたつべ く,世 界 の海運企業 な

どの利用者に有利になるように開発を率先 し

て行 ってきたのである.そ の結果,開 発の受

益は多国籍企 業に,費 用負担は地方自治体 と

住民 に転嫁 された.こ の構造 は,港 湾 開発の

意志決 定が,官 財癒着の中央集権的官僚機構

によってなされているために形成されたので

ある.従 って この構造 を改革 し地方 自治体 が

自主的 に港湾計画や管理 を行 うためには,地

域住民 による港湾計 画に対 する決定シス テム

(例えば住民投票など)と地方 自治体問の港湾開

発競争 を規制 する地方港湾調整 委員会 などの

機構が必要 となるであろう.こ のことが,受

益 と費用負担 を明確化する本来の都市 経営 に

つながるからである.こ こで言 う地方港湾調

整委員会は,1950年 の平衡交付金の地方財 政

委員会 と同様 の仕組 みをイメージ している.

なぜな ら港湾計画についても,地 方 自治体 が

国と対等の立場で交渉 しうるシステムが必要

とされているからで ある.さ らに地方 自治体

が中央統制か ら自由にな り,港 湾の計画 ・管

理を自主的に行うには,地 方 自治体への事務 ・

税源の委譲と補助金整理等 による自主性強化

が必要である.こ ういう前提の もとで,地 方

自治体がいわばヨコ型のネットワークをつ く

り港湾 開発 を調整す ることが必要である.そ

して港湾開発競争が国際的になっている今 日,

このシステムは国内 のみならず多国間の都市
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との間のルールづ くりにまで発展 させ ること

が必要である.そ の時は じめて,地 域住民の

くらしや環境 などのローカル性 と多国籍企 業

などのグローバル性 との対立が止揚される道

が開けるであろう.
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港湾開発 と物流集中システムにほかならない.物

流を担う港湾は経済にとって不可欠であるが,ア

ジア諸国との過当な港湾開発競争のなかで過剰投

資や資源の浪費,環 境破壊を生んでいる構造こそ
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が問われねばならない.さ らに筆者の分析 によれ

ば,大 規模な港湾開発をすればする程,港 湾と市

民生活 と経済との関連性は希薄にな り,道 路公害

や景観破壊 などの社会的コス トを生み,地 場産業

を中心とする内発的発展 を妨げている.高 寄氏の

都市経営分析の方法論は,政 府や神戸市が進める

大規模な港湾開発 を前提にして,そ の枠組みの中

で如何 に神戸市が開発利益などを捻出するかであ

る.し かし今求められているのは,人 権 と自治を

基本にした環境保全型システムの構築である.そ

のために港湾開発の前提 を問い,そ の枠組み と都

市経営の関係 こそが検討 されねばならない.
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図1神 戸市制施行時の市町村

図2

港湾計画の縦覧

▲

港湾計画の概要の告示

▲

運輸大臣の審査 諮問 ― ―b

＼ 答申/▲

港湾管理者 より運輸大臣への計画提出

港湾管理者の計画 諮問1レ

＼ 答申/

諮問審議会

地方港湾審議会
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表15大 都市別市税収入の推移(単 位 円)

昭和30年 昭和40年 昭和60年

神戸

横浜

名古屋

京都

大阪

1人当た り税収

!人当た り市民税

1人当た り税収

1人当た り市民税

1人当た り税収

1人当た り市民税

1人当た り税収

1入当た り市民税

1人当た り税収

1人当た り市民税

4620

1361

4282

1393

4338

1312

3499

1159

5308

1401

11796

4854

12092

5147

13065

5798

9755

4705

14850

5865

135315

65958

145241

74650

157121

86732

121106

66944

201981

95763

1人当た り税収 4570 12836 156996

平均
1人当た り市民税 1338 5418 80063

出所:神 戸 市 『市 政 白書'88』,P.377.

表2神 戸市財政 の動向(決 算額,単 位:百 万円)

S30年 35年 40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 平2/昭30

投資的経費

市税

公債費

2,789

4,534

806

4701

7フ36

1,774

19,771

14,251

5,543

33,532

29,257

19,480

76,274

72,855

49593

137,542

127ρ14

118,273

119,664

190ρ07

190,487

181,418

261,013

221,013

65

58

274

註:昭 和30年 の投資的経費は港湾等の会計 を含 む.従 って平成2年 の投資的経費に港湾事業,開

発 事 業,高 速 鉄 道,工 業 用 水,宅 地造 成 事 業,土 地 取 得 事 業 の 各 経 費 を加 え る と,576,918

百万 円 とな る.従 って投 資 的経 費 の増 加 は65倍 で は な く207倍 と な る.

出所:神 戸市市会会議録,各 年版.
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表3ポ ー トアイ ラ ン ド全体企 業比建設主 体別一覧(単 位:億 円)

項目 事業費 事業主体別内訳

埋立地造成 ・港湾建設事業 上物建設事業

国(第3港湾

建設局)

阪神外貿

埠頭公団

神戸 市 計 神戸市

関係

その他 計

補助事業 市単独事業

港湾施設建設

埋立地造成

公園緑地整備

交通関連施設整備

都市機能上物整備

合計

1477

742

99

637

2345

5300

217

-

,

一

―

217

942

-

一

,

―

942

・

,

69

164

.

233

58

742

30

36

曽

866

1217

742

99

200

,

2258

一

―

曹

223

971

1194

260

曹

響

214

1374

1848

260

,

,

437

2345

3042

註:親 交通 は上物建 設事業 に含め てい る

出所:ポ ー トアイラ ン ド建 設史編 集委 員会,1981.『 ポー トアイラン ドー海 上都市建 設十五年 』380ペ ー ジ.

表4神 戸港コンテナ埠頭の借受者

バ ー ス 借受者

ポ ー トア イ ラ ン ド

第1,10

第2

第3,4,11

第5

第7

第8,9

ナ ビックスライ ン㈱

ナ ビ ック ス ラ イ ン㈱,ネ ドロイ ドライ ンズ

日本郵船㈱

アメ リ カ ン ・プ レジ デ ン ト ・ライ ンズ ・リ ミテ ッ ド

大 阪 商 船 三井 船舶 ㈱,ジ ョン ・ス ワイ ヤ ・エ ン ド ・サ ンズ リ ミテ ッ ド

大阪商船三井船舵㈱

ポ ー トア イ ラ ン ド2期

第14,15 大阪商船三井船舶㈱

六 甲アイラン ド

第1,2

第3

第4,5

第6,7

シー ラ ン ドサ ー ビスINC.

川崎汽船㈱

マー ス ク ライ ン

日本郵船㈱,大 阪商船三井船舶㈱

註:契 約 期 間 は,ポ ー トア イ ラ ン ド10年,六 甲 ア イ ラン ド30年(更 新 可).

三井 ・三菱 や外資系 の独 占的使用

出所:財 団法人神戸港埠頭会社,『 世界へ開 く埠頭』,1gg1年.
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表5港 湾審議会計画部会委員名簿(1995年2月 現在)

政府関係 経済団体 労働団体 専 門家,学 者等6名

大蔵事務次官 日本船主協会副会長 全国漁港協会顧問 日本経済新聞社論説委員

農林水産事務次官 日本船長協会専務理事 全国港湾労働組合協議会議長大学教授4名

通商産業事務次官 経済同友会幹事 全日本海員組合副組合長 建築家

建設事務次官 日本貿易会副会長

自治事務次官 日本海難防止協会専務理事

環境事務次官 日本港湾協会理事長

国土事務次官 日本倉庫協会会長

日本港運協会副会長

表6大 規模埠頭整備に係わる資金調達方法(%)

新制度 従来の制度

国の港湾整備特別会計の港湾整備指定

からの無利子貸付金

港湾管理者からの無利子貸付金

特別転貸債(資 金運用部引受)に より調達

した資金による港湾管理者からの貸付金

埠頭借受者からの貸付金

0

0

0

9
臼

9
臼

Q
J

30

O

O

O

1

1

4

40

出所:神 戸 港埠頭公 社,『 神戸港埠頭公社!0年 史』
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表7港 湾事業会計(予 算,単 位:百 万円)

年度 総額 企業債 企業債償還等 一般会計補助金等

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

942210

36951204

103992216

17492

43228

52624

85815

1995268139

3973

13265

15764

25105

76116

(阪)

(阪)

(神)

(神〉

(神)

103(一)

289(一)

963(一)

(他)

1696(一)

1276(他)

(基借)

8885(一)

868(基 借)

(基繰)

3817(一)

7842(基 借)

(基繰)

12076(一)

7625(基 借)

(基 繰)

12094(一)

12076(i基 借)

(基繰)

%
濫

叢

謡

難

幾

鷺

雛

謡

謡

ー

ハ∠

2

註1985年 度の企業債は,1984年 度決算見込み額.尚,(阪)は 阪神外貿埠頭公団と

フェリー埠頭公社 に対する出資金の,(神)は 神戸港公社への貸付金の略.ま た,

(一)は一般会計補助金,(基 借)は 基金借入金,(基 繰)は 基金繰入,(他)は その

他の略である.

出所:各 年度の市会議事録にある港湾事業会計 より作成.
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